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重度視覚障害者 (児)に 対する同行援護の創設について

障 害 福 祉 課

1 経 緯

平成 22年 12月 に公布 された 「障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏 まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活

を支援するための関係法律の整備に関する法律」によって、新たに障害者 自

立支援法に 「同行援護」が創設 されノ、本年 10月 1日 から施行 される見込みで

あるc

この 「同行援護」には、現在、地域生活支援事業の移動支援事業 として実

施 している重度祝覚障害者 (児)の 移動支援サー ビスが含まれるため、10月

1日 以降の現行の移動支援サー ビスの扱いについて定めるものである。

2 同 行援護のサー ビス内容

重度祝覚障害者 (児)の 移動の際の支援を行 うとぅので、サービス内容は次

の (1)か ら (3)に 掲げるとお りである。 この内、現行の移動支援サー ビ

スは (1)及 び (2)で ある。

(1)移 動時及びそれに伴 う外出先において必要な視覚的情報の支援 (代筆 ・

代読を含む。)

(2)移 動時及びそれに伴 う外出先において必要な移動の援護

(3)排 泄 ・食事等の介護その他外出する際に必要 となる援助

3 同 行援護の利用者負担額

利用者負担は当該費用の 1割 で、毎月、所得区分に応 じて設定された次の

負担上限月額を限度とする3

(1)障 害児の場合

所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護世帯 0円

低所得 区市町村民税非課税世帯 0 円

一
般 1 区市町村民税課税世帯 (所得割 28万 円未満) 4 , 6 0 0 円

―一舟費2 区市町村民税課税世帯 (所得害」28万 円以上) 3 7 , 2 0 0 円



(2)障 害者の場合

4 現 行の移動支援サー ビスの扱い

(1)移 行期間の設定

同行援護は、サービス提供事業者の指定基準が現時″点で定まってお らず、

10月 1日 までの期間では、東京都への事業者指定申請や事業実施の準備の

ための期間が短く、10月 1日 時点でサービス提供可能な事業者の数は限ら

れると見込まれる5

また、視覚障害者の障害特性か ら、指定事業者を選択 し、契約を結んだ

にで同行援護のサービスを利用するまでの期間も考慮する必要がある.

そのため、サービス利用に支障が生 じないよう、平成 24年 3月 31日 ま

での 6カ 月間については、移動支援サービスかをぅ同行援護へ移行するため

の移行期間とするc

(2)経 過措置

上記の移行期間中は、移動支援サー ビスから同行援護に移行する時期に

より、利用者負担に不均衡が生じることのないよう、同行援護のサー ビス

を利用する際の負担額は、現行の移動支援サー ビスと同様 0円 とする。

5 区 民への周知

視党障害者 (児)の 移動支援サー ビス利用者に個別に通知するとともに、

広報かつ しか及び区のホームページで周知するc

6 今 後のスケジュール (予定)

平成 23年 8月  移 動支援サー ビス利用者に個別通知及び制度説明会開催

移動支援サー ビス提供事業者に制度説明会開催

9月  同 行援護の利用 申請受付開始

10月  同 行援護開始

10月～ 移 動支援サー ビスから同行援護への移行期間

平成 24年 3月 末

所得 区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護世帯 0円

低所得 区市町村民税非課税世帯 0 円

一
般 1 区市町村民税課税世帯 (所得害116万 円未満) 9 , 3 0 0 円

一般 2 区市町村民税課税世帯 (所得割 16万 円以上) 3 7 1 2 0 0 円


